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第１ はじめに

１ プランの目的

平成２７年８月、女性の職業生活での活躍に資することを目的として、令和８年３

月までの１０年間を期限とする「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）」（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）が成立し、令和

８年４月からは、有効期限が令和１８年３月３１日までに延長されます。

また、法第１９条において、国及び地方公共団体の機関は「特定事業主」として、

国が定める「事業主行動計画策定指針」（平成２７年１１月２０日 関係３大臣告示第

１号（令和元年１２月改正）。以下「策定指針」という。）に則して、特定事業主行動

計画を策定することが義務付けられました。そこで、基本方針に掲げられた視点を踏

まえつつ、女性が職場においてその力を発揮できるよう、教職員のニーズに即した女

性活躍のための対策を計画的・集中的かつ着実に推進するため、「女性活躍推進のため

の福島県教育委員会特定事業主行動計画」を策定し、取組を推進してきたところです。

近年、日本においては、急速な少子高齢化、それに伴う生産年齢人口の減少といっ

た構造的な課題に直面しております。我が国の将来にとって、女性の参画をさらに進

め、その個性と能力を最大限に発揮することができる職場環境の整備が一層重要とな

っています。

県教育委員会では、「教職員働き方改革アクションプラン」等による仕事と生活の双

方の充実を図り、その個性と能力を十分に発揮することができるよう、本計画を改定し、

女性教職員活躍の推進に向けた取組を推進してまいります。

◎ 事業主の取組に必要な５つの視点（「基本方針」(令和2年12月20日変更)より）
① トップが先頭に立って意識改革・働き方改革を行う

② 女性の活躍の意義を理解し、女性の活躍推進に積極的に取り組む

③ 働き方を改革し、男女ともに働きやすい職場を目指す

④ 男性の家庭生活への参画を強力に促進する

⑤ 育児・介護等をしながら当たり前にキャリア形成できる仕組みを構築する

◎ 女性の活躍に向けた課題及び具体的取組（「策定指針」より）
１ 採用

２ 職域拡大・計画的育成とキャリア形成支援

３ 継続勤務

４ 登用

５ 長時間勤務の是正等の男女双方の働き方改革

６ 家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備
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２ プランの期間

プランの期間は、法が時限とする令和１８年度までの１０年間のうちの第３期とし

て、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とし、必要に応じて見

直します。

なお、後述の具体的取組の中で、令和７年度以前から実施しているものについては

継続実施とし、令和８年度から対応可能なものについては速やかに検討、実施してい

くものとします。

３ プランの対象範囲

本プランの対象範囲は、福島県教育委員会を任命権者とする全ての職員です。

４ プランの推進体制等

(1) 県教育委員会全体の女性活躍支援体制を統括し、推進対策を効果的なものにする

ため、県教育庁内に福島県教育委員会特定事業主行動計画推進委員会を設置します。

これは、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づき、平成

１７年３月に策定した「福島県教育委員会特定事業主行動計画～教職員子育て支援

プラン～」（令和４年４月に「教職員子育て支援プラン」に名称変更。）と共通の組

織とします。

(2) 本プランの推進については、県費負担教職員の服務を監督する市町村教育委員会

に協力を要請し、連携して女性活躍支援に関する取組を進めていきます。

(3) 本プランの推進に当たっては、管理職を含む全職員に対して女性活躍推進対策に

関する研修、講習、情報提供等を実施し、本行動計画の内容の周知徹底を図ります。

(4) 本プランに基づく措置の実施状況については、各年度において公表するとともに、

その結果やアンケートによる教職員のニーズを踏まえるなどして、その後の対策の

実施、プランの見直し等を図ります。

(5) 本県においては、既に、平成１６年８月に「福島県職員男女共同参画推進行動計

画」（令和５年１０月最終改訂）を策定しています。また、前述のとおり福島県教育

委員会では、「教職員子育て支援プラン」を別途策定し、職員の仕事と生活の両立支

援、社会全体での子育ち・子育ての支援等に取り組んでいるところです。本プラン

の実施にあたっては、必要に応じて、これらの行動計画の取組や進行管理との整合

性を図ります。
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第２ 現状把握と課題分析

１ 現状把握と課題分析の必要性

女性活躍推進行動計画の策定に向けては、特定事業主自らの事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、その活躍を推進するために改善

すべき事情について分析を行うことが定められています。

その際、各事業主の実情に応じ、まず女性の採用から登用に至るあらゆる段階等に

関して、課題の有無を判断するための指標となる項目について状況を把握し、その内

容を踏まえて課題を分析することになります。

福島県教育委員会は、以下の項目について状況把握・分析を行いました。

１ 採用関係

２ 継続就業及び仕事と家庭の両立関係

３ 長時間勤務関係

４ 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係

２ 現状分析・課題

(1) 採用関係

① 採用した教職員に占める女性の割合の変化

ア 新規採用者

※ 新規採用教職員の職
・教育庁等：行政職、研究職
・市町村立学校：教育職、事務職、医療職
・県立学校：教育職

◎ 参考 知事部局の新規採用者における女性職員の割合
４２．２％ (令和２年度 一般職員のみ)
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イ 任期付常勤教職員

※ 任期付教職員の職

・教育庁等：会計年度任用事務職員

・市町村立学校：常勤講師等

・県立学校：常勤講師等

② その他の把握項目

◎ 教職員に占める女性の割合（任期付職員を除く）

女性教職員の割合
勤務所

平成27年4月1日 令和７年4月1日

教育庁等 ２７．２％ ３０.４％

市町村立学校 ５６．１％ ６０.０％

県立学校 ４０．９％ ４６.４％

全 体 ５０．６％ ５４.９％

◎ 参考 知事部局における職員に占める女性の割合

２９．６％ （令和６年４月１日現在）

■ 福島県教育委員会を任命権者とする教職員については、女性教職員の数が男
性教職員の数を上回っています。

■ 教育委員会全体では、任期付教職員の女性の割合が増加しました。

■ 今後とも、志望者の拡大につながる広報活動や教育現場で働く魅力の発信に
努め、教育現場における女性活躍の状況について、積極的に紹介することが大
切です。
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(2) 継続就業及び仕事と家庭の両立関係
① 平均継続勤務年数（令和６年４月１日）

教育庁等 市町村立学校 県立学校 全 体
女性 １８.４ １９.０ １８.６ １８.９
男性 ２１.０ ２０.３ ２０.１ ２０.２
平均 ２０.３ １９.６ １９.４ １９.５

（単位：年）

◎ 参考 知事部局の平均継続勤務年数（令和２年４月１日現在）
女性 １４.６年 男性 １８.５年

② 男女別の育児休業取得実績（令和６年度）

対象者数 取得者数 取得率
女性 ２４５名 ２４４名 ９９.６％
男性 １９６名 ４２名 ２１.４％
※ 令和６年度中に、新たに育児休業取得の対象となった者

③ 男女別の育児休業取得期間の分布状況（令和６年度）

３ヶ月未満 ３ヶ月以上 ６ヶ月以上 ９ヶ月以上 12ヶ月以上 24ヶ月以上
女性 ６ヶ月未満 ９ヶ月未満 12ヶ月未満 24ヶ月未満

１.０％ ３.０％ ６.０％ １５.０％ ４８.０％ ２７.０％

５日未満 ５日以上 ２週間以上 １ヶ月以上 ６ヶ月以上 12ヶ月以上
男性 ２週間未満 １ヶ月未満 ６ヶ月未満 12ヶ月未満

０.０％ １２.０％ １３.０％ ４９.０％ １３.０％ １３.０％

◎ 参考 知事部局の男女別育児休業取得実績（令和６年度）

男 性 割 合 女 性 割 合

7日未満 ０．９％ 3ヶ月以上～6ヶ月未満 ０．０％

7日～14日未満 １０．４％ 6ヶ月以上～1年未満 ４４．７％

14日～1ヶ月未満 ３０．２％ 1年以上 ５５．３％

1ヶ月～3ヶ月未満 ３０．２％

3ヶ月～6ヶ月未満 １５．１％

6ヶ月以上 １３．２％

④ 男性教職員の配偶者出産休暇等取得率

取得率
配偶者出産休暇

平成26年度 令和元年度 令和６年度

教育庁等・県立学校 ８０.５％ ８７.０％ ８２.８％
市 町 村 立 学 校 ７５.９％ ６３.０％ ７８.０％

取得率
育児参加のための休暇

平成26年度 令和元年度 令和６年度

教育庁等・県立学校 ２４.８％ ５０.６％ ７６.６％
市 町 村 立 学 校 ３４.３％ ３３.７％ ４６.２％
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⑤ 男性教職員の配偶者出産休暇等取得日数の分布状況（令和６年度）

１日未満 １日以上 ４日以上 ８日
教育庁等 ４日未満 ８日未満

県立学校 １０.０％ ２７.０％ ３７.０% ２６.０％

１日未満 １日以上 ４日以上 ８日
市町村立学校 ４日未満 ８日未満

５.０％ ５６.０％ ２８.０％ １１.０％

■ 教育庁等、市町村立学校及び県立学校に勤務する教職員について、いずれも
男性と比較して女性の勤続年数が短くなっています。

■ 女性教職員の育児休業取得率が99.6％であるのに対し、男性教職員は21.4％
と増加傾向にありますが、さらに取得率を高めるためにも男性教職員が育児休
業を取得しやすい環境整備や雰囲気づくりが急務であると言えます。

■ 教育庁等及び県立学校においては、配偶者出産休暇及び育児参加のための休
暇ともに取得割合が、微減となりました。両休暇の合計取得日数については、
市町村立学校において、４日未満が多いことから、男性教職員の仕事と家庭の
両立に向け、男性教職員の育児参加が「当たり前」となるよう取組を引き続き
強化する必要があると考えられます。

(3) 長時間勤務関係
① 職員一人あたり各月ごとの超過勤務時間（令和６年度）

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月
教育庁等 １９ １６ １６ １８ １１ １９ １６
県立学校 １１ ６ ６ ４ ３ ６ ７

市町村立学校 １２ １３ ７ ６ ３ ６ １２

11月 12月 １月 ２月 ３月 平 均
１５ １３ １３ １３ １７ １５．５ 20.1（平成26年度）

５ ３ ４ ６ １２ ６.２ 3.9（平成26年度）

７ ６ ６ ７ １１ ８.０ 6.7（平成26年度）

※ 超過勤務手当支給の対象となる職員の状況 （単位：時間）

◎ 参考 知事部局

職員一人あたり一月あたりの超過勤務時間（令和６年度）

月平均 １５．４時間

② その他の参考事項

ア 超過勤務時間の推移（教育庁等･県立学校のみ、任期付教職員含む）

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ01 Ｒ02 Ｒ03 Ｒ04 Ｒ05 Ｒ06
超過勤務時間 13.3 13.6 14.9 14.3 15.7 14.0 12.6 11.1 （単位：時間）

イ 年次有給休暇の取得日数の推移（教育庁等･県立学校のみ､任期付教職員含む）

年 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ01 Ｒ02 Ｒ03 Ｒ04 Ｒ05 Ｒ06
年休取得日数 11.8 11.8 11.5 10.8 11.8 12.4 13.6 13.2 （単位：日）
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ウ 勤務時間外の在庁(校)時間(教育庁等・県立学校のみ、任期付教職員含む）

◎ 正規の勤務時間外の在庁（校）時間が80時間を超える教職員の割合

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
令和６年度 3.4％ 3.6％ 2.3％ 2.8％ 1.3％ 3.0％

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
4.1％ 1.7％ 1.0％ 0.9％ 0.5％ 1.4％

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
令和７年度 2.5％ 3.4％ 2.1％ 2.7％ 1.3％ 2.2％

■ 超過勤務時間は、減少傾向が続いています。

■ 年休の取得日数は、横ばい傾向にあります。

■ 正規の勤務時間外の在庁（校）時間がいわゆる過労死ラインの８０時間を超
えている教職員の割合は減少していますが、依然として一定割合存在していま
す。

■ 教職員の心身の健康やワーク・ライフ・バランスの観点から、長時間勤務の
縮減は必須であり、令和８年２月に改訂した教職員働き方改革アクションプラ
ン改訂版の取組に基づき、時間外勤務時間の縮減に引き続き努める必要があり
ます。

(4) 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係

① 管理的地位にある教職員に占める女性教職員の割合の変化

◎ 参考 知事部局

管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合

１５.０％

（令和７年４月１日現在）
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② 各役職段階にある教職員（事務系）に占める女性教職員の割合

(令和７年４月１日現在)

① 各役職段階にある教職員（教員系）に占める女性教職員の割合の変化

■ 教育庁及び学校現場いずれも女性管理職の割合は増加傾向にありますが、全

国的に見るとまだまだ低い状況にあります。

■ 市町村立学校・県立学校とも、校長の職にある女性教職員の割合は低い状況

ですが、副校長・教頭の職の割合は増加していることから、今後も引き続き女

性管理職、ミドルリーダーの育成に力を入れていくことが重要です。

■ 中・長期的な視野に立ち、人材の育成を進めるため、女性教職員が出産や子

育て、介護といったライフイベントとキャリア形成を両立していくイメージや

意欲を持てるような取組を引き続き進めていく必要があります。
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第３ 具体的取組

１ 教職員の採用に関する事項

福島県教育委員会は、教職員が男女を問わず働きやすく、十分に能力を発揮し

輝くことができる職業であることを継続的に発信し、本県の教職員を目指す人材

が増加するよう努めていきます。

(1) 受験意欲の向上に向けた取組

ア 採用ポスターやホームページ、メールマガジン、SNS等の広報素材に、若手教職

員の活躍記事やメッセージ等を取り上げ、教職員志望者の増加につながるよう努

めます。 【継続実施】

イ 若手教職員の活躍を紹介する際は、女性教職員の活動を必ず取り上げ、その活躍

の状況について発信していきます。 【継続実施】

(2) 働きやすい職場であることの継続的な情報発信

ア 広報素材の利用により、本県におけるキャリア形成支援に向けた取組や、仕事

と家庭を両立するための各種制度の内容について継続的に情報発信を行い、教職

員志望者に情報が伝わるよう努めます。 【継続実施】

イ 本行動計画に基づく取組の実施状況の公表を始め、様々な機会に、県教育委員

会の取組と、仕事と子育てに励む女性教職員の声について、積極的に情報発信し

ます。 【継続実施】

２ 仕事と家庭の両立に関する事項

教職員が、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図りながら、出

産や育児、介護を行う際、それが本人のキャリア形成においてマイナスに作用す

ることは絶対にあってはならないことです。福島県教育委員会は、出産・育児・

介護等に関する制度の周知徹底を図り、また、当事者の業務・校務の見直しなど

必要な配慮が適切に行われ、本人の意欲や能力、経験が引き続いて生かされるよ

う取り組んでいきます。

(1) 出産・育児、介護等についての制度の周知

ア 「子育て・介護支援ハンドブック」（令和７年３月改訂）をもとに、不妊治療、

出産・育児、介護に係る休暇制度や、育児休業、部分休業、早出遅出勤務など、

仕事と家庭の両立のための支援制度について周知徹底を図ります。 【継続実施】

イ 「子育て・介護ハンドブック」は、ホームページに掲載し、教育委員会の内部だ

けではなく、外部に向けても情報発信を行います。 【継続実施】

ウ 出産費用の給付や育児休業取得の際の給付金制度等、共済組合や互助会からの

経済的支援措置等について周知徹底を図ります。 【継続実施】

(2) 育児・介護等を行いやすい環境の整備等

ア 各種研修等において制度の説明を行い、育児・介護を行う当事者だけではなく、

職場全体の理解を得て、仕事と家庭の両立が実現するよう努めます。【継続実施】

イ 育児や介護に関して教職員から申し出があった場合、当該教職員の状況、希望

等を踏まえて、必要に応じて業務・校務分担等の見直しを行います。【継続実施】
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ウ 育児・介護のための特別休暇について、各所属において周知徹底を図るととも

に、取得しやすい雰囲気を醸成して、取得促進を図ります。 【継続実施】

エ 育児・介護を行う教職員の早出遅出勤務制度について周知を図るとともに、早

出遅出勤務を希望する教職員の勤務時間については、保育所や介護施設への送迎

等を配慮するなどして割り振ります。 【継続実施】

オ 育児や介護を行う教職員に対しては、本人の希望に応じ、時間外勤務（教育職

員にあっては福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条

例（昭和４６年福島県条例第７０号）第７条第２項の規定により同条各号に掲げ

るいわゆる限定４項目に従事する場合をいう。）及び深夜勤務を、原則として命じ

ないこととします。 【継続実施】

カ 育児休業を行った教職員の円滑な職場復帰の支援

(ｱ) 育児休業中の職員に対し、休業期間中の通知・広報等の概要、当該教職員の

担当業務・校務や現在の職場の状況等について定期的又は随時に情報提供を行

います。 【継続実施】

(ｲ) 職場復帰の１か月前には、復帰後に担当する業務・校務内容等について十分

な情報提供をするなどして、復帰を容易にする取組を行います。 【継続実施】

(ｳ) 職場復帰時における業務・校務に係る研修、訓練等（育児休業期間中の業務

・校務の動き等の説明、最新機器の操作訓練等）を実施します。 【継続実施】

キ 育児休業に伴う任期付採用制度の活用

育児休業中の教職員の業務・校務を遂行することが困難な場合は、臨時的任用

又は任期付採用制度の活用による代替確保に努めます。 【継続実施】

(3) 女性教職員の出産における配慮

ア 「子育て・介護支援ハンドブック」（令和７年３月改訂）をもとに、特別休暇

（妊娠障害休暇、妊産婦健診休暇、通勤緩和休暇）や休業等の制度について周知

徹底を図ります。 【継続実施】

イ 妊娠を申し出た女性教職員と面談し、当該職員の意向を十分に把握します。

【継続実施】

ウ 妊娠中の教職員の健康や安全に配慮し、業務・校務分担の見直し等を行います。

【継続実施】

エ 妊娠中の教職員に対しては、本人の希望に応じ、時間外勤務（教育職員にあっ

ては福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和

４６年福島県条例第７０号）第７条第２項の規定により同条各号に掲げるいわゆ

る限定４項目に従事する場合をいう。）及び深夜勤務を、原則として命じないこと

とします。 【継続実施】

(4) 子の出生における男性教職員の休暇・育児休業の取得促進

ア 父親が子の出生時において、出産準備・看護、出産に係る子の養育等を必要と

する場合の３日間の特別休暇（配偶者の出産休暇）や、父親が母親の産前産後の

期間に出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする

場合の５日間の特別休暇（育児参加のための休暇）の制度についてあらためて説

明した上で「仕事・子育て両立プラン」を作成する等、休暇取得の計画について

見える化します。 【継続実施】

イ こどもが生まれる予定の男性教職員について、職場全体として適切な業務配分と

なるよう職場全体で対話を進めながら「業務分担計画書」を作成する等、業務分担
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の見直しの進行管理を行います。 【継続実施】

ウ 所属の管理職員は、こどもが生まれる予定の男性教職員と面談を実施するととも

に、子育てに関する休暇、育児休業の取得、夏期休業等長期休業期間を利用した育

児休業の取得を促したり、業務分担の見直しを行ったりすることで、男性教職員が

休暇・休業等を取得しやすい環境づくりに取り組みます。 【継続実施】

エ 子育ての経験は人間的に成長できる貴重な機会でもあることを職場の全員が理

解し、「お互い様の精神」で、男性教職員も子育てをすることが「当たり前」であ

るとの意識の醸成を図ります。 【新規】

オ 育児休業等経験者の体験談や育児休業等を行いやすい職場環境づくりの取組例

をまとめ、教職員に情報提供を行います。 【継続検討】

◎ 目標とする指標

現状値（令和６年度） 目標値（令和１３年度）

男性教職員の育
２１．４％ １００％

児休業取得率

教育庁等・県立学校

配偶者出産休暇 ８２. ８％
１００％

取得率 市 町 村 立 学 校

７８．０％

男性教職員の育
教育庁等・県立学校

児参加のための
７６．６％

１００％

休暇取得率
市 町 村 立 学 校

４６．２％

３ 長時間勤務に関する事項

教育に対するニーズが複雑・多様化する一方、限られた人員で対応しなければ

ならない中で、教職員が相互に支え合いながら、勤務時間の適正化等の取組を進

めることが大切です。

積極的かつ計画的に休暇をとることは、職員に心身のリフレッシュをもたらす

ばかりでなく、仕事と家庭生活の両立、充実を図るためにも大切です。

(1) 勤務時間の適正管理

ア 教育職員以外の職員の超過勤務の縮減

(ｱ) 育児・介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について、制度の周

知を図ります。 【継続実施】

(ｲ) 総実勤務時間の短縮に関する指針（平成９年４月１日付け９教総第１７９号

福島県教育委員会教育長通知）に則して更なる総実勤務時間の短縮に努めます。

【継続実施】

(ｳ) 職員の勤務状況の的確な把握など、勤務時間管理の徹底を図ります。

【継続実施】
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イ 教育職員の勤務時間の適正化

(ｱ) 教職員働き方改革アクションプラン（令和６年度～令和１１年度）（令和８年

２月改訂）の取組により、更なる勤務時間の適正化に努めます。

【継続実施】

(ｲ) 勤務時間の適正化のための意識啓発等と各所属における主体的・組織的な取

組を更に進めます。

ａ 勤務時間の適正化の取組の重要性について、勤怠管理システムの運用をと

おして、教育職員への意識啓発を行います。

ｂ 「学校における課題解決型業務改善の手引き」（令和６年２月）の活用を推

進し、各校の実態に合わせて効率的な校務遂行に取り組みます。【継続実施】

ｃ 「みんなで変わろう！変えよう！働き方改革通信」の発行等により、教職員

の働き方に対する意識の醸成を図りま 【継続実施】

(ｳ) ノー残業デー、リフレッシュデーにおける定時退勤を推進し、ワークライフ

バランスの向上を図ります。 【新規】

(ｴ) 正規の勤務時間以外の時間における労働が多い教育職員の状況を把握し、原

因を明らかにして、具体的対策を講じるとともに、所属長が当該教育職員に

注意を喚起し、認識の徹底を図ります。 【継続実施】

(2) 各種休暇の取得促進

ア 年次有給休暇の取得促進

(ｱ) 教職員が、個々に年間の年次有給休暇の取得目標日数を設定し、概ね四半期

ごとに検証するなどして、その確実な実行を図ります。 【継続実施】

(ｲ) 各所属長が、必要に応じて所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計

画的な年次有給休暇の取得を指導します。 【継続実施】

(ｳ) 教職員が年次有給休暇を取得した場合の、業務・校務の遂行・処理等におけ

る相互支援体制を整備するなど、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成に

努めます。 【継続実施】

(ｴ) 各人事主管課による年次有給休暇の取得状況の確認を行い、必要に応じて取

得率が低い所属の所属長からヒアリングを行うなどして、注意を喚起します。

【継続実施】

イ 連続休暇等の取得促進

(ｱ) 次に掲げる方法等により、年次有給休暇の取得促進を図ります。

ａ 週休日と当該週休日の前後の日を組み合わせた年次有給休暇の取得

ｂ 国民の祝日や夏季休暇と組み合わせた年次有給休暇の取得

ｃ 学校においては、長期休業期間の閉庁日等における年次有給休暇等を利用

した１週間程度の連続休暇の取得 【継続実施】

(ｲ) 教職員が在職期間の一定の節目において、心身のリフレッシュを図るために

連続して取得する年次有給休暇（リフレッシュ年休）の取得促進を図ります。

【継続実施】

ウ ア及びイの取組を通じて、全教職員が年次有給休暇を１２日以上取得すること

を目標とします。 【継続実施】

エ 子育て休暇等の取得促進

各所属において、子育て休暇や育児休暇について、周知徹底を図るとともに、

取得しやすい雰囲気の醸成を図ります。 【継続実施】
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４ 教職員の配置・登用に関する事項

現状分析の結果から、職員全体の男女比からして、女性の管理職数が少ない状

況にあることがわかります。これは、教職員、特に女性教職員の中に、管理職に

なることは「仕事と家庭生活等を両立しにくくなる」ことであるという不安があ

ることが一因だと考えられます。福島県教育委員会は、男女共同参画の実現に向

けて、仕事と生活の調和を図る制度を充実させるとともに、女性活躍推進のた

め、人事の公平性・公正性を確保しつつ、女性教職員の管理職への登用に積極的

に努めます。

(1) 人事評価制度の運用

ア 公平、公正な人事評価制度の運用により、男女を問わず教職員の能力伸長を図り、

人材育成への活用に取り組みます。 【継続実施】

(2) 各種研修等での意識付け

ア 男女ともに、若年層時代から、教職員としての中・長期的なライフプランを持っ

て職務にあたり、自己研鑽に励めるよう、初任者研修、経験者研修などにおいて、

自らキャリアを切り拓く意識付けを行います。 【継続実施】

イ 女性教職員においては、妊娠・出産や介護といったライフイベントと教職員とし

てのキャリアを両立していくイメージや意欲を持てるよう、研修の内容を工夫しま

す。 【継続実施】

ウ 男性教職員においては、家事や育児・介護等に積極的に参加していく、ワーク・

ライフ・バランス実践のイメージが持てるよう、研修の内容を工夫します。

【継続実施】

エ 中堅教諭等資質向上研修、中核教諭研修などにおいて、学校経営に係るマネジメ

ント力を身につけるためのプログラムを実施し、ミドルリーダーとしての能力・資

質の育成及び意欲の向上を図ります。 【継続実施】

(3) 女性教職員の管理職等登用促進
ア 教育事務所長会議や県立学校長会議等において、本県の管理職に占める女性教職

員の割合の状況について継続的に報告し、女性教職員の積極的な登用に向けての共

通理解を図ります。 【継続実施】

イ 学校経営に関わる主任等、ミドルリーダーへの女性の積極的な登用を図ります。

【継続実施】

ウ 女性教職員がロールモデルとして意識できるよう、女性の管理職や主任等ミドル

リーダーを担っている先輩教職員に、各種研修会の講師等を依頼します。

【継続検討】

エ 男女の意見をバランス良く教育行政に反映させる観点からも、教育庁等に勤務す

る教職員に積極的に女性を任用するよう引き続き努めていきます。 【継続実施】

オ 市町村公立義務教育諸学校において、女性管理職については、原則として管内配

置することとします。 【継続実施】

カ 県立学校の管理職人事において、子育てや親の介護等の特別な事情がある場合に

は、地域の実情なども考慮しながら、可能な範囲で勤務地等について配慮します。

【継続実施】

キ 教頭の長時間勤務の要因にもなっていると考えられる業務の見直しを着実に実施

することにより、教頭の負担軽減を推進します。 【新規】

ク 市町村立学校においては、教頭マネジメント支援教員を配置し、管理職のサポー

トを図ります。 【継続実施】
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ケ 他都道府県等の女性管理職登用の先進的な取組を積極的に取り入れ、多角的な視

点に立った取組を実施していきます。 【継続実施】

コ 女性管理職等の声を掲載した「女性教職員活躍推進だより」を作成し、定期的に

発行することで、女性管理職のロールモデルを女性教職員がイメージしやすくしま

す。 【継続実施】

サ ア～コの取組を通じて、女性教職員が管理職として活躍することが常態となるよ

う取り組んでいきます。 【継続実施】

(4) その他の取組
ア 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正についての情報提供や意

識啓発を行います。 【継続実施】

イ 各種研修等を通じて、各年齢層を通じた意識啓発を行うとともに、マタニティ

・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメント等各種ハラスメントの防止につい

て、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針（令和２年

５月２８日付け２教職第１４０号福島県教育委員会教育長通知）に即して、その

防止に更に努めます。 【継続実施】

◎ 目標とする指標

現状値（令和７年度） 目標値（令和１３年度）

初等中等教育
副校長・教頭

機関の教頭以
１６．６％ ３１％

上に占める女

性の割合
校長

１２．７％ ２０％

管理的地位にあ 教育庁等・県立学校行政職
る教職員に占め １５％
る女性教職員の １０．８％
割合
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第４ おわりに

私たちが職業生活を送る上で、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の

実現が重要であるという意識は、出産・子育て期の女性を中心とした「仕事と家庭の

両立」に始まり、男女を問わずあらゆる世代、分野にわたって広がりを見せています。

本プランの目的は、仕事と生活の調和した社会の実現に向け、具体的な取組によっ

て、全ての教職員が仕事と家庭生活等のバランスを保ち、有意義な職業生活を送れる

こと、また、特に女性教職員がその能力を存分に発揮して働ける環境を実現すること

にあります。

男性教職員も女性教職員も、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年

期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会 」の実現に(注)

向けて、本プランを自分自身の身に即して捉え、仕事にも家庭にも喜びが見いだせる

環境づくりに努めてください。

教職員の職業生活の充実が、福島県の教育活動の充実、ひいては東日本大震災等か

らの復興・再生を担う「こころ豊かなたくましい人づくり」、子どもたちの健やかな育

成につながることを期待します。

(注) ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議「仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）憲章」（平成１９年１２月制定、平成２２年６月改正）


